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亀塚練馬　開催
　12月18日（日）、亀塚集落の伝統行事「亀塚練馬」
が盛大に行われました。
　亀塚練馬は、享保４年（1719年）から約300年
続く町の無形民俗文化財で、巨大なしめ縄（練馬）
を、数え年で19歳と42歳になる男性が担ぎ歩き、
最後に諏訪神社に奉納する勇壮な行事です。
　コロナ対策のため、担ぎ手がしめ縄を担がずに
トラックに載せての集落内練り歩きにするなどの
工夫をしながら、無事にしめ縄を神社へ奉納しま
した。

聖籠町公式 SNS

新型コロナウイルス感染症
関連情報はこちらから

町ホームページ

広報せいろう広報せいろう
20232023 February No.559February No.55922

令和４年12月末現在の ●人口　13,857人（前月比－23人） 男6,941人（－21人）
　（外国籍除く） （前年比＋7人） 女6,916人（－2人）

●外国人人口262人（前月比－9人） 男128人（－7人） 女134人（－2人）
●世帯数5,007世帯（外国人のみの世帯含む）人口の動き
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　今年の所得税、消費税、町・県民税の申告書の
相談・受取については以下のとおりです。

■受付期間
　２月16日（木）～３月15日（水）

　会場の混雑緩和のため、集落ごとの日程
（目安）を次のとおり設定しました
※ 日程は目安ですので、ご都合がつかない方は別の
時間帯にお越しください。（ご連絡は不要です。）

役場申告会場
２月16日（木）～３月15日（水）
　（土、日、祝日を除く）
　午前８時30分～11時30分　
　午後１時～４時30分
役場１階会議室
※ 税務署から「確定申告のお知らせ」が送付さ
れている方は、必ずご持参ください。

医療費明細書や収支内訳書は
ご自宅で作成してください
　医療費控除明細書や農業所得の収支内訳書
の作成などは事前に済ませてからお越しくだ
さい。作成されていない場合、記載台にて作
成してからのご案内となります。あらかじめ
ご留意ください。
　なお、医療保険者から交付を受けた医療費
のお知らせ（医療費通知）を添付することによ
り、明細書の記入を省略できます。
　また、「医療費控除の明細書【内訳書】」を添
付した場合でも領収書は自宅などで５年間保
存する必要があります（税務署から提示また
は提出を求められる場合があります）。

必要書類について
　申告に必要な様式は、役場・税務署の窓口
および国税庁ホームページで配布していま
す。また、国税庁ホームページの「確定申告
特集」のページでは、よくあるお問い合わせ
など、申告に必要な情報が掲載されています
ので、ぜひご覧ください。

住宅ローン控除（初年度）など、
町で対応できない申告について
　住宅ローン控除を初めて受ける場合など、
町で対応できない申告もあります。
　その場合、ご自身で申告いただくか、新発
田市カルチャーセンターで申告いただくこと
になります。具体的な内容など、詳しくは４
ページをご確認ください。

その他、申告が必要か分からな
い方へ
　例年住民税を納めている方で、申告すべき
かどうか分からない方は、会場にお越しいた
だくことをお勧めします（ご相談だけでも構
いません）。

日にち 時間帯 対象集落（目安）

2月16日（木）
午前 農業所得や小規模な営業所得

などのある方（全集落）午後

2月17日（金）
午前 四ツ屋・道賀新田・上大谷内
午後 真　野

2月20日（月）
午前 丸　潟・桃　山
午後 山倉・苔沼・中の橋

2月21日（火）
午前 本諏訪山・山諏訪山
午後 本大夫・山大夫

2月22日（水）
午前 山大夫・本三賀・山三賀

午後 尾沢ヶ丘・外畑・
ひばりが丘

2月24日（金）
午前

二本松・聖中ヶ丘
午後

2月27日（月）
午前 同　上
午後 杉谷内・八幡・東山・旭ヶ丘

2月28日（火）
午前 同　上
午後 蓮　野

3月 1日（水）
午前

正　庵・藤　寄
午後

3月 2日（木）
午前 藤　寄・大夫興野
午後 甚兵衛橋・別　條

3月 3日（金）
午前

蓮　潟
午後

3月 6日（月）
午前

蓮潟・蓮潟新田
午後

3月 7日（火）
午前

網代浜
午後

3月 8日（水）
午前

網代浜・亀　塚
午後

3月 9日（木）
午前

亀　塚
午後

3月10日（金）
午前

次第浜・汐美台
午後

3月13日（月）
午前

同　上
午後

3月14日（火）
3月15日（水）

午前
上記に申告できない方

午後
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利用者識別番号の取得について
　税務署からの要請で、「利用者識別番号」をお持
ちの方について、昨年から確定申告書を電子送信
させていただいているところです。また、「利用者
識別番号」の取得をされていなかった方には、新規
取得にご協力いただきありがとうございます。今
年も、まだ番号を取得されていない方が申告され
た場合、番号が必要な方には相談受付時にお声が
けしますので、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、ご自身での取得が難しい場合は、職員が
取得をお手伝いします。また、スマホからご自身
で取得いただくことも可能です。その場合、受付
時に取得する必要がなくなるため、その分申告時
間が短くなります。
※ 青色申告の方など、電子送信できない方もいます。
その場合、番号は必要ありません。
※ 「利用者識別番号」と「マイナンバー」は別です。
※ マイナンバーカードをお持ちの場合、スマートフォン
を使うことで簡単に確定申告が行えます。詳しくは次
のページをご覧ください。

新型コロナウイルス対策のお願い
○ 会場に来場される際は、マスクを着用いただき、
少人数でお越しください。
○ 入場の際の検温にご協力ください。37.5度以上
の発熱が認められる場合は、原則として入場を
お断りさせていただきます。また、発熱などの
症状のある方は、別日に来庁いただくようお願
いします。
○ 会場内では、換気・消毒などを行います。窓を
開けるなどしますが、ご理解・ご協力ください。

確認不要で作成済の確定申告書について
　職員の確認が不要な、作成済の確定申告書をお
持ちいただいた方は、会場内テレビ横に回収用の
箱をご用意しましたので、そちらへ投函ください
（その場合、お並びいただく必要はございません）。
なお、以下の点にご注意ください。

① 内容の確認を希望される場合、番号札を取りお
並びください。
② 添付が必要な書類を忘れていないかご確認くだ
さい（例：医療費控除明細書、寄附金受領書）。
③ 申告書へのマイナンバーの記載と、マイナンバー
および身分の確認書類の同封を忘れていないか
ご確認ください。確認書類として同封が必要な
ものは、以下２通りのいずれかになります。
　 　マイナンバーカード
　 　マイナンバーがわかるもの＋身分証明書
　　　（例：通知カード＋運転免許証）

会場へお越しになる前に…お忘れ物はございませんか？　（代表的なものを記載しています。）

※マスクやマイボールペンなどの感染症対策もお願いします！

□　給与・公的年金の源泉徴収票
□　収支内訳書または決算書（自営業の方。記入済みのもの）
□　医療費控除の明細書【内訳書】（集計済みのもの）
□　国民健康保険税、国民年金の支払証明書
□　生命保険料・地震保険料の支払証明書

□　寄附金・ふるさと納税の受領証
□　通帳などの口座情報（還付を受ける場合）
□　マイナンバーが確認できるもの
□　「確定申告のお知らせ」（税務署から届いた方のみ）

消費税の申告をされる事業者の方へ
　消費税の確定申告書を作成するには、令和元年
10月１日以降の取引について、売上げや仕入れ　
などを税率（軽減税率８％・標準税率10％）ごとに
区分して記帳するなどの経理（区分経理）を行った
帳簿が必要となりました。また、区分経理を行っ
た帳簿に基づき、「課税取引金額計算表」の作成も
必要となりますのでご留意ください。

ご自身で取得される際の手順は以下のとおりです。
①下の二次元コードからサイトへアクセス。
② 「マイナンバーカードをお持ちでない方はこち
ら」をタップ
③氏名などを入力し、「次へ」をタップ。
④ 住所などを入力し、「次へ」をタップ。（1/1時点
で当町在住の場合、所轄税務署は「新発田」です）。
⑤暗証番号などを入力し、「確認」をタップ。
⑥内容確認し、問題なければ「送信」をタップ。
⑦ 番号が表示されるため、スクリーンショットなどで記録。
⑧申告相談時、職員に番号をお伝えください。
（注）「※必須」とある欄以外は入力を省略できます。

利用者識別番号の取得できるサイト
は、こちらの二次元コードからアク
セスできます。ご活用ください。

　令和５年分から、消費税申告書の作成補助を終了しま
す（受取は行います）。今年度は町でも補助しますが、来
年度以降も補助を希望される場合、新発田市カルチャー
センターでご申告ください（整理券の取得が必要です。
詳しくは次のページをご覧ください）。

確定申告に関するお問い合わせ
新発田税務署　☎22-3161（代表）または　役場税務課　税務係(内線143)

3　R5.2 広報聖籠



次の方は税務署（新発田市カルチャーセンター）での申告をお願いします。
◎住宅ローン控除（初年度）、外国税額控除、雑損控除を受けたい方
◎損失申告をされる方（繰越控除の適用を受けたい方）
◎消費税の申告で簡易課税制度を選択していない方
◎土地建物・株式などの譲渡所得や先物取引の雑所得がある方
※ 上記以外でも、町で適切な指導を行えないと判断した場合、カルチャーセンターでの申告をご案内します。
詳細は以下のとおりです。

〇期間、申告会場および対象の方
期　　間 申告会場 対象の方

２月８日（水）まで
（土、日および祝日を除きます）

新発田税務署庁舎
（新発田市諏訪町1-12-24） 還付申告の方（注）

２月９日（木）～２月15日（水）
（土、日および祝日を除きます）

新発田市カルチャーセンター
（新発田市本町4-16-83） 還付申告の方

２月16日（木）～３月15日（水）
（土、日および祝日を除きます）

新発田市カルチャーセンター
（新発田市本町4-16-83） 全ての方

　（注）贈与税については、２月１日（水）以降、申告相談を受け付けています。

○時間
　相談受付：午前９時から午後４時まで
　確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に
取得した入場整理券が必要です。

※スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基本的にスマホを利用して申告書を作成していただきます。
※確定申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、少人数でお越しください。
※入場の際に検温を実施しています。咳・発熱などの症状のある方は入場をお断りさせていただきます。
※午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があります。
※２月９日（木）～３月15日（水）は、新発田税務署庁舎では申告相談を行っていません。

◇　 確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンでご利用いただけるe-Tax・スマホ申告が便利です。
　 　確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード読取対応のスマ
ホまたはICカードリーダライタを利用して、e-Taxで申告書を提出できます。マイナンバーカードをお持ち
でない方は、お早めの取得をお願いします。

　 　感染防止の観点からも、ぜひ、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
を用いて、ご自宅からe-Taxをご利用ください。

≪確定申告などに関するお問い合わせ≫
　国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用ください。　
　　
≪e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ≫　　　　　　
　「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」（☎0570-01-5901）
　【受付】月曜～金曜（祝日などおよび12月29日～１月３日を除きます。）

◇　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。

【国税庁LINE公式アカウント】

【確定申告書等作成コーナー】

【動画で見る確定申告】
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　聖籠町内に空き家を所有（管理）している方、または将来空き家になる可能性のあ
る物件を所有している方を対象に、専門家による空き家の無料相談会を開催します。
　空き家の日常的な管理でお困りの方、空き家の有効活用をお考えの方、建物の相
続登記でお困りの方など、お気軽にご相談においでください。
　また、当日、会場までおいでになれない方を対象に、電話での相談受付も行います。下記をご確
認いただき、お気軽にご相談ください。

各分野の専門家がお答えします！

空 き 家 相 談 会相談
無料

日　　時 令和５年２月 26 日（日）　午後１時～４時
場　　所 町民会館　小ホール（駐車場有、聖籠町大字諏訪山1280）

参加団体と相談内容

ご確認いただきたいこと

お申し込み 事前予約制（当日もお受けしますが、ご予約を優先します。）

ご予約は聖籠町役場生活環境課（☎27-2111、内線282）へお電話ください。
令和５年２月24日（金）までの平日午前８時30分～午後５時15分で承ります。

〈電話での相談受付〉
　当日、会場までおいでになれない方を対象に、電話での相談受付を受け付けます。令和５年２月24日
（金）までの平日午前８時30分～午後５時15分に、聖籠町役場生活環境課（☎27-2111、内線282）まで、
相談内容を整理した上でご連絡ください。令和５年２月27日以降に、随時回答させていただきます。

　どこの団体に相談したらよいかわからない場合は、お客様のご相談内容
に応じてスタッフが専門性のある団体をご紹介します。

１．相談時間はお一人様約30分程度でお願いします。
２．お客様が多数の場合はお待ちいただく場合があります。
３．登記簿謄本、戸籍等の写しをお持ちの場合は、ご用意いただくと便利です。

新潟県弁護士会 空き家の相続、成年後見など権利関係の整備、空き家をめぐる紛争の
解決に関すること

新潟県司法書士会 土地・建物の相続登記、成年後見などに関すること

新潟県行政書士会 空き家の所有者・相続人の確認、利用・活用に伴う行政手続や契約な
どに関すること

新潟県土地家屋調査士会 建物の表題・変更・滅失登記、境界の調査・確認に関すること

聖籠町建設業協会 建物の取り壊し、修繕維持などに関すること

新潟県宅地建物取引業協会 不動産の売買や賃貸に関すること

新発田地域シルバー人材センター 空き家の維持管理に関すること

お問い合わせ　役場生活環境課　地域安全係（内線282）
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　１月下旬から２月上旬にかけて、町から各世帯に「令和５年度聖籠町住民健診意向調査書」
を配付します。下記をご確認の上、健診を受ける・受けないにかかわらず全世帯ご提出をお
願いします。

　総合健診は現時点では例年通り、５月・10月を予定しています。また、３密を防ぎ安心・
安全に健診を受診することができるように引き続き以下のことに配慮して健診を実施します。

　総合健診をご希望される方は、上記の件をご理解いただきお手元に届きました住民健診意
向調査書に必要事項をご記入ください。
　
　総合健診および各種がん検診の日程につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の
動向によっては延期・中止となる可能性があります。その際は、皆さまに再度ご連絡します。
ご理解とご協力をお願いします。

　40歳以上の胃がん検診は早期発見・早期治療への有効性が大きいです。40歳を過ぎたら、
毎年胃がん検診を受けましょう。

　町の健診では、胃がん検診は40歳以上の方を対象とします。

総合健診について

39歳以下の胃がん検診は実施しません

住民健診意向調査書を提出してください

新型コロナウイルス感染症の動向によっては
健診日程が変更となる可能性があります。

・ 受診者一人ひとりのスペースを確保するために、健診会場は町保健福祉センターのみと
なります。
・受診日および受付時間を割り振らせていただきます。
・問診票および必要事項は、ご自身で記入していただきます。
・受診者の方に手指消毒のお願いや健診会場の消毒・換気を徹底します。　　　　など

 39歳以下の胃がん検診受診のデメリット

　・偽陽性（治療の必要のない良性の病気を見つけてしまうこと）
　・放射線被ばく
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〇社会保険被扶養者の41～74歳の方
　 　特定健診は、社会保険が発行する「特定健診受診券」が必要になります。ただし、保険者（健
康保険証発行元）によっては町では受けられない場合もありますので必ず保険者に確認して
ください。

〇胸部レントゲンおよびがん検診
　 　加入保険に関係なく町民の方であればどなたでも受診できます。検診の種類によって対
象が異なりますので下記をご確認ください。

検 診 種 類 対 象 者

胸部レントゲン検診 40歳以上

胃がん検診 40歳以上

大腸がん検診 おおむね40歳以上

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

乳がん検診 40歳以上の女性

※ 健診（検診）内容などの詳細は、住民健診意向調査書に同封したピンク色のご案内をご確認
ください。

Q　提出先の隣組（班）長が誰かわからない。
　→Ａ　住民健診意向調査書を区長もしくは町保健福祉センターへ直接提出してください。

Q　住民健診意向調査書の提出期限が過ぎてしまっていた！

　→Ａ　町保健福祉センターへ直接提出してください。

Q 　今年の４月以降に75歳になる国民健康保険加入者です。75歳になった後に、人間ドック
を受けた場合、町から助成は出ますか。

　→Ａ 　75歳になった方は、新潟県後期高齢者医療制度へ加入するため、新潟県後期高齢者
医療制度から助成が出ます。町の国民健康保険の助成手続きと異なるのでご注意くだ
さい。詳しくは、役場町民課保険係（☎27-2111）へお問い合わせください。

・お申し込みについての注意事項

・よくある質問

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）　☎27-6511
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手続きは３月末まで！手続きは３月末まで！

結婚新生活支援補助金結婚新生活支援補助金
新生活のスタートアップにかかる費用を補助します！新生活のスタートアップにかかる費用を補助します！

　町では、新婚生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、リフォーム、引越しに係る経費の
一部を補助していますが、令和４年度は３月末までの申請が必要です。申請書や添付書類に不
備がある場合は受付できないため、これから申請を予定している方は対象世帯の要件を改めてご確認
いただき、該当する場合は下記までお問い合わせをお願いします。

◆対象世帯…令和４年１月１日～令和５年３月31日に婚姻した以下の要件をすべて満たす世帯
　　①夫婦ともに聖籠町に住民登録し、申請する住宅に同居している
　　②夫婦ともに婚姻日における年齢が満39歳以下　
　　③夫婦それぞれの年間合計所得金額の合算額が400万円未満（※）
　　④補助金の交付日から２年以上継続して聖籠町に居住する意思がある
　　⑤税の滞納がない（転入前の市区町村税を含む）
　　⑥過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない
　　⑦夫婦ともに聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者または
　　　暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない
　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合は、令和３年中に支払った額を控除した額で判定します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）申請日において夫婦に離職者がいる場合は、離職した人の令和３年分の所得は無いものとして取り扱います。

◆補 助 額…１世帯あたり最大30万円を上限に、実際に支払った経費
　　　　　　夫婦ともに婚姻日における年齢が満29歳以下の場合は上限額が最大60万円

◆補助対象経費…婚姻に伴い令和４年１月１日～令和５年３月31日の間に支払った
　　　　　　　　住居費（購入、賃借、リフォーム（※））、または引越費用
　　　（※）リフォームに要した費用は、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用。
　　　　　（倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽などの外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機などの家電購入・設置に係る費用については対象外）
　　　（※）令和５年３月31日までに上限額に達しない場合は、４月１日以降にかかった経費についても対象になる場合がありますので、申請時にご相談ください。

◆申請方法…申請書に必要書類を添付し、直接提出してください。
　　　　　　申請書は総合政策課にあるほか、町ホームページから
　　　　　　ダウンロードできます。
　　　　　　必要書類など、詳しくはお問い合わせいただくか、
　　　　　　町ホームページをご覧ください。

お問い合わせ　役場総合政策課　政策係（内線262）

収入額ではありません。
源泉徴収票などでまずは確認を！

詳しくは
こちら！
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行政区長名（敬称略）と
各行政区の人口および世帯数※2

「知っていますか？
DVのこと。一人で悩まず、

助けを求めましょう」

　新型コロナウイルスに伴う生活不安やス
トレスにより、配偶者などからの暴力（DV）
の増加や深刻化が懸念されています。
　DV（ドメスティック・バイオレンス）と
は、配偶者や恋人など親密な関係にある者
またはあった者から振るわれる暴力のこと
で、男性から女性に対する暴力だけでなく、
男性が被害者となる場合もあります。
　殴る・蹴るなどの体を傷つけることだけ
でなく、強い束縛で恐怖心を与えたり、心
を傷つけたりすることなども暴力にあたり
ます。
　例えば…
　□□ バカにする、無視する、大声で怒鳴る
　□□ 友人や親戚との付き合いを制限する
　□□  電話やメールの履歴を勝手にチェッ

クする
　□□ 殴る、蹴る、物を投げつける
　□□ 性的な行為を強要される
　□□  生活費を渡さない、金銭的自由を与

えない
　配偶者などからの暴力（DV）で不安を
感じたら、一人で悩まず、相談窓口に相
談してください。また、周りで被害に困っ
ている方がいる場合には、ぜひこの情報
を共有していただき、一人でも多くの方
が相談・支援につながることができるよ
うご協力をお願いします。

【女性の人権・男女共同参画に
関連する主な相談窓口】

主な相談内容 窓　口
・ 配偶者からの暴
力

DV相談ナビ＋（プラス）
☎0120-279-889
SNS相談、メール相談
対応可

・ 男女共同参画、
人間関係
・ 体と心の健康や
生き方

新潟県男女平等推進相談
室
☎025-285-6605

・ 夫などからの暴
力（DV）
・虐待や売春強要
・ 女性の保護や福
祉に関する問題

新潟県女性福祉相談所
☎025-381-1111

・ 性犯罪被害など
の悩み
・ 程度に関わらず
相談を

新潟県警本部 女性被害
110番
☎025-281-7890

役場総務課　総務管理係（内線223）

区
長
さ
ん
　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

区
長
さ
ん
　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

　

令
和
５
年
の
区
長
さ
ん
が
決
ま
り
ま
し
た
。
区
長
さ
ん
に
は
、
区
長

会
議
へ
の
出
席
、
町
か
ら
の
文
書
の
配
布
や
募
金
の
取
り
ま
と
め
、
除

雪
の
要
望
や
苦
情
の
連
絡
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
な
ど
、
行
政

と
町
民
の
皆
さ
ん
の
パ
イ
プ
役
を
務
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

１
年
間
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
※
１
。

（単位：人、世帯）
行政区名 区長氏名 人口※3 世帯数

四 ツ 屋 渡邉　　一 51 15
道 賀 新 田 渡邊　哲也 123 34
上 大 谷 内 羽田野健次 22 6
真 野 能登惣一郎 249 81
丸 潟 小林　一幸 83 33
桃 山 小熊　博之 142 51
山 倉 大野　幸一 266 84
苔 沼 松本　　修 420 139
中 の 橋 堀　　政英 17 7
本 諏 訪 山 本間美代子 142 50
山 諏 訪 山 髙橋　修吉 435 129
本 大 夫 駒澤　一男 100 34
山 大 夫 戸石　賢一 716 244
聖 中 ヶ 丘 細貝　靖弘 301 95
本 三 賀 宮野金一郎 42 11
山 三 賀 小林八寿夫 198 54
二 本 松 淡路　和也 682 228
外 畑 中村　耕次 94 38
蓮 野 加藤　　孝 420 129
杉 谷 内 新保　良一 251 80
正 庵 藤井　清四 189 57
藤 寄 八幡　誠治 757 249
大 夫 興 野 渡邉　　正 203 71
甚 兵 衛 橋 大沼　達雄 120 65
蓮 潟 佐藤　秀治 885 323
蓮 潟 新 田 大澤　寿男 112 34
網 代 浜 堀　　洋司 1556 719
次 第 浜 宮下　金良 1720 604
尾 沢 ヶ 丘 海津　　満 75 58
亀 塚 高松　　進 1453 487
別 條 髙口　　稔 419 129
八 幡 齋藤　健一 115 32
東 山 前田　秀貴 136 55
旭 ヶ 丘 渡邉　桃子 380 136
ひばりが丘 早坂しのぶ 547 203
汐 美 台 高橋　晋士 417 197
※1　区長さんの任期は集落により異なります。
※2　 人口および世帯数は、令和５年１月１日現在住民基本

台帳に登録されている数字。
※3　外国人を除く。

役場総務課　総務管理係（内線221）
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スト
ップ
！

　ザ
・悪
徳商
法

役場町民課
消費生活センター
☎27-1958（直通）

※来所の際は事前にお電
　話頂けると確実です

令和 5 年 2 月
148

消 費 生 活

　契約やお買い物のトラブル、サクラサイト、借金問題など、消
費生活に関わるお悩みについて、弁護士に無料で相談することが
できます。

日　　時：２月11日（土）午前９時～正午
場　　所：聖籠町役場１階　住民相談室
申し込み：聖籠町消費生活センター
　　　　　☎0254-27-1958
　　　　　 ご希望の方は２月９日（木）
　　　　　までにお申し込みください。

クーリング・オフとは
　訪問販売などで契約したあと、一定の条件を満たしている場合に、一方的に契約をなかったこと
にできる制度です。
　これまでは「書面」で通知すると定められていましたが、法律改正によって、
電子メールや事業者が自社サイトに設けたクーリング・オフ専用フォーム、
FAXなど「電磁的記録」で通知しても良いことになりました。送信先のメールア
ドレスを間違えないよう気をつけましょう。

クーリング・オフできる取引と期間
訪問販売（キャッチセールス、販売目的を隠して呼び出された場合も含む）

８日間電話勧誘（電話をかけさせられた場合も含む）
エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス
マルチ商法、ネットワークビジネス

20日間
内職商法、モニター商法

訪問購入（訪問した事業者が貴金属などを買い取る） ８日間

手続きの方法
① ハガキやメールに、クーリング・オフしたい契約の内容（契約者名、契約日、商品名など）を書き、
「契約を解除します」と書きます。
②契約書面を受け取った日を１日目として、上の表の期間内に投函・送信します。
③ 送った日がわかる証拠を残しましょう。（書留で送る、スクリーンショットを撮るなど）

心配な時は消費生活センターにご相談ください

広報聖籠 R5.2　10日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ



交通安全に関することは
役場生活環境課

☎27－2111（内線２８４）

交 通
安 全
vol.249

今日も一日交通安全

区分
年

11月
（うち高齢者数）

１月～ 11月累計
（うち高齢者数）

発生件数 死者数 傷者 発生件数 死者数 傷者

令和４年 2
（0） 0 3

（0）
23
（8）

1
（0）

30
（3）

令和３年 6
（1） 0 7

（1）
23
（9） 0 29

（7）

増　減 － 4
（－ 1） 0 － 4

（－ 1）
0

（－ 1）
1

（0）
1

（－ 4）

町の交通事故発生状況

　１月10日（火）、新発田市役所において、交通安全指導員の出初め
式が行われました。
　新発田市・聖籠町交通安全指導員23人が服装点検などを行い、交
通安全宣言を行いました。
　令和４年の聖籠町内における交通事故は、発生件数・負傷者数と
もに減少しましたが、死者数は１名と町の目標に掲げた「年間の交通
事故による死者ゼロ」を達成することができませんでした。
　令和５年も決意を新たに、一件でも交通事故が減少するように新
発田地区交通安全協会聖籠支部・町交通安全母の会・町交通安全指
導員・関係機関が“和”となり、町の交通安全を呼びかけていきます。 

　12月12日（月）に行われた「山大夫茶話会」、14日（水）に行われた「なのはな（丸潟）」において、交通安全の
呼びかけを行いました。
　参加者（27名）にゲームや寸劇などで、交通事故から身を守るための安全な道路横断の方法や夜光反射材
の活用を呼びかけ、ご自身の命を守ることについて、再確認していただきました。

交通安全劇（交通レンジャー）

防犯劇（イカのおすし）

「山大夫茶話会」

「なのはな」「なのはな」

◎

◎
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総
務
課

12
月
20
日
（
火
）

■
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
開
催

　

 

特
別
職
の
給
料
な
ど
の
引
き
上
げ

を
答
申

　

聖
籠
町
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

（
髙
松
利
樹
会
長
）
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

令
和
５
年
度
の
町
長
な
ど
特
別
職

の
給
料
と
議
員
報
酬
に
つ
い
て
町
長

か
ら
諮
問
を
受
け
、
慎
重
に
審
議
し

た
結
果
、そ
れ
ぞ
れ
の
報
酬
を
「
１
・

５
％
程
度
引
き
上
げ
る
こ
と
が
適

当
」
と
の
答
申
を
町
長
に
行
い
ま
し

た
。

　

町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
に
つ
い

て
は
、
賃
上
げ
な
ど
へ
の
社
会
経
済

状
況
や
町
政
運
営
へ
の
努
力
を
評
価

し
、
議
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
町
政

へ
の
参
画
促
進
や
町
議
会
の
更
な
る

活
性
化
な
ど
を
期
待
す
る
と
い
う
理

由
と
と
も
に
髙
松
会
長
か
ら
西
脇
町

長
に
答
申
書
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

■
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

　

会
委
員
に
羽
賀
拓
也
さ
ん

　

12
月
に
行
わ
れ
た
第
４
回
町
議
会

定
例
会
で
同
意
を
得
て
、
羽
賀
拓
也

さ
ん
（
藤
寄
在
住
）
が
、
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
に
選
任
さ

れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら

令
和
７
年
12
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
た
び
退
任
さ
れ
た
小

林
勝
治
さ
ん
は
、
平
成
29
年
１
月
か

ら
６
年
間
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
と
し
て
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し

た
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

総
合
政
策
課

12
月
14
日
（
水
）

■
第
一
生
命
保
険
㈱
と
の
包
括

　

連
携
協
定
締
結

　

町
と
第
一
生
命
保
険
㈱
は
、
地
域

の
活
性
化
と
安
心
安
全
な
地
域
社
会

づ
く
り
の
た
め
、
包
括
連
携
協
定
を

締
結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
で
は
、
双
方
の
資
源
を

有
効
に
活
用
し
、「
健
康
増
進
」、「
地

域
の
活
性
化
」、「
町
民
の
安
心
・
安

全
」、「
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
」、「
女
性

活
躍
の
推
進
」
を
重
点
に
協
働
の
取

組
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
健
康
セ
ミ
ナ
ー
や

健
診
受
診
率
向
上
、
高
齢
者
・
子
ど

も
の
見
守
り
、
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
発

信
な
ど
様
々
な
分
野
で
の
連
携
・
協

力
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

12
月
16
日
（
金
）

■
経
営
戦
略
推
進
に
関
す
る

　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

　

聖
籠
町
経
営
戦
略
推
進
会
議
（
会

長
：
新
潟
大
学
副
学
長
・
宍
戸
邦
久

教
授
）
に
お
い
て
、
７
回
に
わ
た
る

審
議
検
討
の
結
果
が
取
り
ま
と
め
ら

れ
、「
経
営
戦
略
推
進
に
関
す
る
意

見
書
」
と
し
て
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
時
代
に
即
し
た
戦
略
的

な
行
政
経
営
を
図
る
た
め
、
こ
の
会

議
に
対
し
て
意
見
を
求
め
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
提
出
さ
れ
た

意
見
書
の
内
容
を
踏
ま
え
て
「
聖
籠

町
経
営
戦
略
推
進
プ
ラ
ン
」
を
策
定

す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
で
き
ま

す
。

町
の
動
向

町
の
動
向

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
役
場
各
課
の
主
な
業
務
、
各
種
委
員
会
の
活
動

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ
で

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

▲町長へ答申書を渡す髙松会長（右）

▲ 協定書を手にする町長と第一生命の金井新潟支社長（右）

▲町長へ意見書を渡す宍戸会長（右）
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12
月
21
日
（
水
）

■ 
善
意
の
ご
寄
附
あ
り
が
と
う

　

ご
ざ
い
ま
し
た

　

新
発
田
ガ
ス
株
式
会
社
（
代
表
取

締
役
社
長　

佐
藤
哲
也
様
）
よ
り
、

新
発
田
ガ
ス
株
式
会
社
創
立
90
周
年

記
念
事
業
と
し
て
、
寄
附
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

寄
附
金
は
有
効
に
使
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。ふ

る
さ
と
整
備
課

12
月
16
日
（
金
）

■
令
和
４
年
度
第
１
回
聖
籠
町

　

都
市
計
画
審
議
会
開
催

　

審
議
会
で
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

・ 

新
潟
都
市
計
画
地
区
計
画
（
二
本

松
第
１
地
区
）
の
決
定
に
つ
い
て
、

審
議
し
た
結
果
、「
異
議
な
し
」
と

答
申
。

教
育
未
来
課

■
令
和
４
年
聖
籠
町
教
育
委
員
会

　

定
例
会
開
催

10
月
24
日
（
月
）

■
第
10
回
定
例
会

・
職
員
の
分
限
休
職
処
分
の
決
定

・ 

聖
籠
町
学
校
給
食
費
の
徴
収
に
関

す
る
要
綱
の
一
部
改
正

・ 

聖
籠
町
立
学
校
通
学
区
域
外
就
学

取
扱
要
綱
の
一
部
改
正

　

以
上
３
項
目
に
つ
い
て
審
議
さ
れ

ま
し
た
。

11
月
25
日
（
金
）

■
第
11
回
定
例
会

　

行
政
報
告
と
定
例
報
告
が
さ
れ
ま

し
た
。

12
月
23
日
（
金
）

■
第
12
回
定
例
会

・
職
員
の
分
限
休
職
処
分
の
決
定　

・ 

聖
籠
町
立
聖
籠
中
学
校
通
学
バ
ス

の
運
行
要
綱
の
一
部
改
正

・ 

聖
籠
町
育
英
資
金
貸
与
条
例
施
行

規
則
の
一
部
改
正

・ 

令
和
３
年
度　

教
育
に
関
す
る
事

務
の
管
理
お
よ
び
執
行
の
状
況
の

点
検
お
よ
び
評
価
等

　

以
上
４
項
目
に
つ
い
て
審
議
さ
れ

ま
し
た
。

　

な
お
、
定
例
会
の
議
事
録
は
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

農
業
委
員
会

12
月
23
日
（
金
）

■
農
業
委
員
会
第
25
期

　

第
10
回
総
会
開
催

・ 

農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
１
件

・ 

農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
２
件

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る（
所

有
権
移
転
）
申
出
審
査
に
つ
い

て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

・ 
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る（
利

用
権
設
定
）
申
出
審
査
に
つ
い

て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８
件

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る（
利

用
権
移
転
）
申
出
審
査
に
つ
い

て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る（
利

用
権
設
定
・
農
地
中
間
管
理
権
）

申
出
審
査
に
つ
い
て
・
・
・
52
件

　

以
上
６
項
目
が
審
議
さ
れ
、議
決
・

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
総
会
の
議
事
録
は
農
業
委

員
会
事
務
局
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

選
挙
管
理
委
員
会

12
月
14
日
（
水
）

■ 

町
長
選
挙
に
お
け
る
記
号
式
投
票

に
関
す
る
意
見
書
を
提
出

　

町
選
挙
管
理
委
員
会
布
施
委
員
長

が
、「
聖
籠
町
記
号
式
投
票
に
関
す

る
条
例
」
の
廃
止
に
つ
い
て
意
見
書

を
提
出
し
ま
し
た
。

　

ス
タ
ン
パ
ー
を
使
用
し
た
記
号
式

投
票
は
、
聖
籠
町
長
選
挙
の
当
日
投

票
所
で
行
う
投
票
の
み
に
適
用
さ

れ
、
期
日
前
投
票
や
他
の
選
挙
で
は

記
名
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。
意
見
書

で
は
、
ス
タ
ン
パ
ー
を
使
用
し
た
投

票
方
法
が
コ
ロ
ナ
禍
で
の
選
挙
に
そ

ぐ
わ
な
い
こ
と
や
、
こ
の
度
の
選
挙

で
は
無
投
票
と
な
っ
た
議
会
議
員
補

欠
選
挙
が
同
時
に
行
わ
れ
た
場
合
、

記
号
式
と
記
名
式
が
混
在
す
る
こ
と

に
な
り
選
挙
人
の
煩
雑
さ
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

▲佐藤哲也社長（右）から目録の贈呈

▲意見書を渡す布施委員長（右）

ご
利
用
く
だ
さ
い

役
場
休
日
・
夜
間
窓
口

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
こ
の
機

会
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
受
付
で
き
る
業
務
な
ど

詳
し
く
は
町
民
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
１
階　

町
民
課

【
２
月
の
休
日
役
場
窓
口
】

２
月
11
日
（
土
）
午
前
９
時
〜
正
午
ま
で

25
日
（
土
）
午
前
９
時
〜
正
午
ま
で

【
２
月
の
夜
間
窓
口
】

２
月
１
日
（
水
）
午
後
８
時
ま
で

15
日
（
水
）
午
後
８
時
ま
で

役
場
町
民
課
（
内
線
１
１
１
）

【
２
月
の
土
曜
診
療
】

　

２
月
25
日（
土
）　

午
前
の
み

　
【
２
月
の
休
診
日
】

　

２
月
９
日（
木
）　

午
後
の
み

　

２
月
３
日（
金
）　
１
日

14
日（
火
）　
１
日

　

ご
理
解
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

 

聖
籠
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

　

☎
２
７-

１
２
３
４

町
診
療
所
か
ら
お
知
ら
せ
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INFORMATION
聖籠町役場　　☎27－2111
町 民 会 館　　☎27－2121
図　書　館　　☎27－6166
町保健福祉センター
　保健福祉課　☎27－6511
　長寿支援課　☎20－7433
上下水道課　　☎27－5141
（上水道管理棟）
診　療　所　　☎27－1234

お問い合わせ先

I N F O R M A T I O N

I N F O RM A T I O N

 ２   月   の   行   事
《相談事業》

ところ　役場第１会議室
◆行政相談
　14日（火）午前10時～11時30分
　 役場総務課（内線225）

ところ　結いハート聖籠
◆心配ごと相談（随時開催）
　 聖籠町社会福祉協議会
　　☎28-7110

《保健福祉事業》
ところ　町保健福祉センター
◆乳幼児健康診査
○１歳２か月児歯科健診
　13日（月）午後１時10分～
○３歳６か月児歯科健診
　14日（火）午後１時10分～
○１歳６か月児健診
　16日（木）午後１時～
○乳児健診
　24日（金）午後１時～

◆学級
○マタニティ教室
　21日（火）午後１時15分～
　 保健福祉課
　　（町保健福祉センター内）
　　☎27-6511
※ 急きょ、中止または延期する場合は、
その都度対象者へご連絡します。

町
長
の
動
向
（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

２
月

３
日　

 

豊
栄
郷
清
掃
施
設

処
理
組
合
議
会

８
日　

 

農
家
組
合
長
会
議

15
日　

 

新
潟
東
港
地
域
水

道
用
水
供
給
企
業

団
議
会

17
日　

 

町
村
会
定
期
総
会
・

政
策
推
進
会
議

21
日　

 

聖
山
大
学
修
了
式

28
日　

 

聖
籠
町
交
通
安
全

対
策
会
議

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
に
伴
い
、

中
止
ま
た
は
延
期
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「敬老会に関するアンケート」に
ご協力をお願いします

　例年９月に開催している敬老会ですが、新型コロナウイルスの感染
拡大防止対策のため、令和２年から令和４年まで３年連続で敬老会の
開催を中止しています。
　町では、今後の敬老会について、開催方法や記念品などのご意見を
いただき、より良い敬老会のありかたを検討したいため、敬老会に関
するアンケートを実施することとしました。
　対象の方には１月中にアンケートを郵送しましたので、ご面倒をお
かけしますが、ぜひご回答のうえ、ご返送くださるよう、よろしくお
願いいたします。

【調査対象】　70歳以上の在宅で生活されている町民の方　
　　　　　　（令和５年４月１日現在年齢）
　　　　　　※70歳から73歳の方は無作為に400人抽出

【調査時期】　１月下旬から２月末まで

長寿支援課（町保健福祉センター内）　高齢福祉係
　☎20-7433

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　町では、野菜や花などを栽培しながら、自然にふれあい、つくり育
てる喜びを実感し、農業への理解を深めてもらうため、「聖籠町ふれあ
い農園」の貸し出しを行っています。希望される方はお申し込みくださ
い。
【貸出場所】大字大夫1995番地１
【貸出区画】 一般用30㎡用地×65区画、36㎡用地×20区画、48㎡用地

×８区画／車椅子用プランター３㎡用地×４区画、４㎡用
地×１区画

【貸出期間】 １年間（令和５年４月１日（土）から令和６年３月31日（日）
まで）

【貸 出 料】 １㎡あたり150円（年度途中の貸し出しも同料金です）
　詳しくはお問い合わせください。
役場産業観光課　地域振興係（内線123）

「聖籠町ふれあい農園」利用者募集
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令和 5年 4月 9日執行予定の新潟県議会議員一般選挙

第１投票所の投票場所は
町民会館小ホールです

　新年度の入学式の準備で山倉小学校体育館が使用できない
ので、第１投票所の投票場所が変更になります。

 12 月の届出
げんきなよい子

出　生
赤ちゃん

慶
ちか

 ちゃん

啓
ひろむ

 ちゃん

蒼
あお

馬
ば

 ちゃん

華
か

陽
や

 ちゃん

（佐藤　将成）

（田宮　玄紀）

（伊藤　祐貴）

（竹田　優紀）

ひばりが丘

蓮　潟

網代浜

山大夫

保護者 行政区

（注 1） 町役場へ届出を提出された方で届出の際にご
承諾をいただいた方のみ掲載しております。

（注 2） 略した文字で掲載しております。戸籍の氏名
と異なることがあります。ご了承ください。

ごめいふくをお祈りします
死　亡

氏　名

桜　井　靖
やす

　男
お

 さん

伊　藤　淺
あさ

右
う

衛
え

門
もん

 さん

水　島　貞
さだ

　雄
お

 さん

伊　藤　ト　シ さん

小　林　まつ江
え

 さん

高　橋　ミ　ツ さん

長谷川　豊
ぶん

　司
じ

 さん

渡　辺　義
よし

　信
のぶ

 さん

平　野　増
ます

　吉
きち

 さん

本　田　ハツヱ さん

（79歳）

（88歳）

（83歳）

（96歳）

（90歳）

（93歳）

（90歳）

（79歳）

（90歳）

（97歳）

桃　山

本諏訪山

山三賀

蓮　潟

亀　塚

亀　塚

網代浜

網代浜

次第浜

次第浜

年齢 行政区

幸せ多い人生を
婚　姻

新郎・新婦 行政区

  渡　辺　優
ゆう

　斗
と

 さん

（佐　藤）千
ち

　秋
あき

 さん
網代浜｝

  高　橋　駿
とし

　輝
き

 さん

（渡　辺）亜
あ

　未
み

 さん
聖中ケ丘｝

  佐　藤　一
かず

　輝
き

 さん

（寺　井）夏
なつ

　美
み

 さん
甚兵衛橋｝

  柏　櫓　　　亮
りょう

 さん

（山　田）真
ま

　優
ゆ

 さん
亀　塚｝

（涌　井）健
けん

　司
じ

 さん

  中　山　裕
ゆ

可
か

里
り

 さん
蓮潟新田｝

入札結果 入札日　11月25日～12月８日

件　　名 場　　所 契約額
（円） 業者名

納入完了日
または工事
（委託）期間
最終日

入札
方法
※

１
町立小学校および幼
稚園高圧機器PCB
含有調査業務委託

聖籠町立小学校、
せいろう幼稚園 1,320,000 ㈲三美

電気商会
令和５年
３月31日 指

２ 次第浜集落消火栓
修繕工事

聖籠町大字
次第浜 地内 1,540,000 ㈱聖籠第一設備

令和５年
３月17日 指

３ 町民会館排煙オペ
レーター修繕 聖籠町町民会館 2,376,000 ㈱諏訪建設 令和５年

２月28日 指

４ 山縁遺跡遺物図版
作成業務委託 聖籠町町民会館 1,023,000 フォーカル 令和５年

２月28日 指

５ 網代浜居浦浜山線待
避所道路改良工事

聖籠町大字
網代浜 地内 2,860,000 ㈲樋口建設 令和５年

３月24日 指

６
ざぶーん館浴槽濾過
配管および水位計薬
品洗浄業務委託

聖籠観音の湯
ざぶーん館 － 不落 － 指

７ 亀塚第２公園松剪
定業務委託

聖籠町大字
亀塚 地内 913,000 北越緑化㈱聖籠営業所

令和５年
３月17日 指

８
弁天潟風致公園松
くい虫被害予防樹
幹注入業務委託

聖籠町大字
蓮野 地内 880,000 北越緑化㈱聖籠営業所

令和５年
１月31日 指

９
保健福祉センター
松くい虫被害予防
樹幹注入業務委託

聖籠町大字
諏訪山 地内 1,001,000 ㈲栗原

緑樹園
令和５年
１月31日 指

10
中央公園松くい虫
被害予防樹幹注入
業務委託

聖籠町大字
諏訪山 地内 1,177,000

㈱新潟
グリーンテック
聖籠営業所

令和５年
１月31日 指

11
松くい虫被害木伐
倒駆除（くん蒸）業
務委託№３

聖籠町内一円 2,585,000 曽根建㈱ 令和５年
２月14日 指

12
令和４年度松くい
虫被害木伐倒駆除
（くん蒸）業務委託
（12月分）

聖籠町内一円 3,465,000 北越緑化㈱聖籠営業所
令和５年
３月17日 指

※指：指名競争入札　一：制限付一般競争入札

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

聖籠町選挙管理委員会　☎27-2111（内線221）

山倉小学校
町民会館小ホール

至村上

県道新潟新発田村上線至新潟



　新潟県では、毎年９月と２月を「新潟県高齢者見守り強化月間」と定めています。
　高齢者を見守り支え合う地域づくりに向け、見守り体制の構築や広報啓発活動などを展開し、高齢者と
地域に対する県民の理解と関心を深めることとしています。
　この機会に、高齢化と地域の問題について考え、見守り・支え合い活動を始めてみませんか。

　去る11月12日、町民会館小ホールにお
いて有田病院　認知症疾患医療センター
の医師　有田正知氏を招き、認知症をテー
マにお話をしていただきました。
　当日は、30名の町民および介護支援事
業所の方にご参加いただきました。
　講演の中で、有田氏からは認知症とは
何か、認知症を引き起こす疾患や早期受
診の重要性についてお話しくださいまし
た。また、参加者に対しては「日常生活の
中で介護・育児は大変なこと。認知症の
介護となれば一層大変。周囲の方は、ね
ぎらいの言葉をかけてほしい」とお話しさ
れていました。
　参加された方からは、「自分自身の今後
について考えさせられた」「認知症者に対して優しくサポートしていきたい」と感想が寄せられました。

　地域包括支援センターでは、認知症に関する相談を受け付けています。相談は聖籠町保健福祉センター
窓口、またはお電話で可能です。

　お近くの高齢者で“いつもと様子が違う”と感じた時は地域包括支援センター（下記連絡先）へご連絡くだ
さい。

２月は「新潟県高齢者見守り強化月間」です

認知症講演会を開催しました

県民の皆さまへ
～身近なところで、できることから協力をお願いしています～

・「あいさつ」　ご近所で声を掛け合いましょう

・「気くばり」　高齢者の方をさりげなく思いやりましょう

・「助け合い」　お互いさまの心で、地域で助け合いましょう

お問い合わせ・相談窓口
聖籠町地域包括支援センター（町保健福祉センター内）  ☎27-6521
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４Ｒ活動とは、
・Refuse（リフューズ・断る）
・Reduce（リデュース・減らす） 
・Reuse（リユース・再利用する）
・Recycle（リサイクル・再利用する）
　上記４つの頭文字（R）からとった
活動のことを指します。

　町では、ごみの量を減らすため、全国
的に展開されている３R活動に、Refuse
（断る）を加えた、４R活動を推進してい
ます。

　４R活動で一番大切なことは、ごみと
なるものを断ること。
　手軽にできるRefuse（断る）の例とし
て、必要のないレジ袋は、「いりません！」
と断ることがあげられます。

　不要なものを断ることでごみを減らす
だけではなく、CO₂も削減できるため、
環境にも優しいとされています。
　マイバッグを持参し、レジ袋を削減す
ることは、４R活動の第一歩！この記事を
読んだ今日から実践しましょう。

　レジ袋を製造し、焼却を行うまで約60ｇのCO₂が排出され
ます。そのため、町の世帯約5000世帯が１世帯当たり、１日
１袋のレジ袋を使用すると、

ものCO₂を排出することとなってしまいます。

60ｇ×5000世帯×365日

＝109.5トン（年間）

４R活動４R活動のの第一歩第一歩はは
RefuseRefuse（断る）（断る）から！から！

杉の木7775本分の
CO₂吸収量（年間）約109.5トン

CO₂ ≒

「オレンジカフェなごみ」
（認知症カフェ）

日　　時：２月20日（月）
　　　　　午後１時30分～３時
場　　所：なごみの家
　　　　　（結いハート聖籠脇）
参 加 費：無料
持 ち 物：飲み物
定　　員：12名（先着順）
申込方法：電話でお申し込みください。
　　　　　（２月６日（月）より受付開始）

お申し込み・お問い合わせ
聖籠町地域包括支援センター

（町保健福祉センター内）  ☎27-6521

　認知症の方やその家族、認知症のことを
知りたい方など、どなたでも気軽に集まり
交流を楽しむ場所です。
　カフェの時間内で、認知症に関する個別
の相談もできます。

【ご参加にあたってのお願い】
・ 感染症予防のため、事前申し込みをお
願いします。
・ 新型コロナウイルス感染拡大状況・悪
天候などを理由に中止となる場合があ
ります。その際には申し込みされた方
へ個別に連絡させていただきます。
・ 参加される方にはマスクの着用と来場
時の検温をお願いしています。
・ 体調不良・発熱などの症状がある場合
は参加の自粛をお願いします。
・ 飲食物の提供は行いません。飲み物は
各自ご持参ください。
・ 会場内の換気のため、扉や窓を開ける
ことがあります。参加される方は掛物
や衣類で調節をお願いします。

おしゃべり、体操、
レクリエーション
などしています

レジ袋は断ろうレジ袋は断ろう
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　町では、将来を担う人材育成を目的として、大学から専修学校までの幅広い学生を対象に予算の範囲内
で育英資金の貸与制度を設けています。ご希望の方は下記申込期間内にお申し込みください。
■貸与の額
　①貸与月額
　　自宅からの通学…４万円以内、自宅外からの通学…６万円以内
　②一時金（入学年度に限る）
　　大学…50万円以内、短期大学・高等専門学校・専修学校…30万円以内

■貸与を受けることができる方（次の事項すべてに当てはまる方）
　①聖籠町に住所のある方の子弟
　②大学・短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程（修学期間２年以上）の入学生または在学生
　③ 経済的理由により修学が困難な方
　　 （父および母または後見人の収入・所得が、家計基準以下である方。）
　④聖籠町育英資金の貸与を一度も受けていない方
　⑤ （独）日本学生支援機構・地方公共団体などの他の貸与型奨学金を受けていない方、または受ける予定
のない方（給付型奨学金との併用は可能となります。）

■申込手続
　１　申込期間
　　　２月１日（水）から３月31日（金）まで
　※ 上記の期間以外でも、家計が急変した方は貸与の対象となる場合がありますので、随時ご相談くださ
い。

　２　申込先
　　　子ども教育課（役場３階）
　３　提出書類
　　①育英生願書、②世帯全員分の住民票謄本、
　　③父および母または後見人の令和４年中の収入などに関する書類（源泉徴収票など）

※上記の他、家計状況により別途添付書類をご提出いただく場合があります。
※①育英生願書の様式は子ども教育課または町ホームページで取得できます。
※ 願書の提出にあたり、連帯保証人が２人必要です。うち１人は町税などに滞納がない父または母、もう
１人は別世帯の成人の方となります。
　その他、詳しくは町ホームページをご覧ください。

・対象者
　聖籠町に２年以上住所を有する方の子弟
・返還年数
　貸与総額に関係なく10年間

聖籠町に　　　　住所を有する方の子弟
貸与総額に応じた返還年数

令和５年度貸与分から一部制度が改正され、利用しやすくなりました！
改正前 改正後

お問い合わせ　子ども教育課　学校支援係（内線306）

育英資金貸与制度のご案内

1,940,000 円まで 10年 短大・専門学校など
3,380,000 円まで 15年 ４年生大学など
3,380,001 円以上 20年 ６年生大学など
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お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線112）

マイナポイント第２弾
～ポイント受け取りに必要なマイナンバーカードの申請期限は２月末まで～

マイナポータルから
オンラインで転出届を提出できるようになります

　２月28日までにマイナンバーカードを申請すると、お好きなキャッシュレス決済サービスで使える、最
大２万円分のマイナポイントがもらえます。

　令和５年２月６日から、転出届についてマイナポータルを通じてオンラインでの届出が可能になります。
このサービスを利用する方は、転出にあたり聖籠町役場への来庁が原則不要となります。
　電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただ
けます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可
能です。
※ マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届出などの手続
きが必要です。

※ マイナポイントは先着順ではありません。ポイントの申し込みは事前準
備（マイナンバーカードの取得、利用者証明用電子証明書のパスワード
（４ケタ）の確認など）のうえ、慌てずに行ってください。
　その他、詳しくは「マイナポイント事業」のホームページ
（右記の二次元コードを読み取り）をご覧ください。

マイナポイント
第２弾対象者

ポイント
付与数 付与方式 ポイントの

申込期間
ポイントの対象
となるカード
申請期限

❶ マイナンバーカード新規
取得者など
※ マイナンバーカードをす
でにお持ちの方のうち、
マイナポイント第１弾の
未申込者を含む。

最大
5000円分

２万円のチャージまたはお買
い物に対し、最大5000円分
のポイント付与

２月末までにカード
を申請された方が
適切にポイント申し
込みなどができるよ
う、感染状況やカー
ドの申請・交付状況
を勘案し、今後、適
切な時期に改めて公
表される予定です。

令和５年２月末
❷ 健康保険証としての利用
申込をした方
※ すでに登録・利用申込を
行った方を含む。

7500円分 直接付与方式（チャージまた
はお買い物は不要）

❸公金受取口座登録 7500円分

お問い合わせ　マイナポイント事業に関すること：役場総務課　総務管理係（内線222）
　　　　　　　マイナンバーカード取得に関すること：役場町民課　町民サービス係（内線112）

マイナポータルとは…
　政府が運営する、子育てや介護など、行政手続きのオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機
関などが保有するご自身の情報や、行政機関などからのお知らせ通知の受信などのサービスを提供します。
（デジタル庁ホームページより抜粋）
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日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　お薬手帳は、処方された薬の名前や飲む量、回数などの
記録を残すための手帳です。お薬手帳を提示することに
よって、他の医療機関を受診した際、医師や薬剤師がどの
ような薬をどのくらいの期間使っているのか判断すること
ができます。
　また、災害や急に具合が悪くなったときなどに、自分が
服用している薬の情報を伝えることができます。
　医療機関や薬局に行くときには、必ずお薬手帳を持参し
ましょう。

○○お薬手帳は１冊にまとめましょう
　薬局ごとに違うお薬手帳を使っている場合は、１冊にま
とめましょう。
　お薬手帳が複数あると正確な情報が確認しにくいため、
１冊で管理することが大切です。
○○ポリファーマシーってご存じですか？
　ポリファーマシーとは、複数を意味する「ポリ」、調剤を
意味する「ファーマシー」を合わせた言葉で、多剤服用とい
う意味です。多剤服用が必ずしも悪いわけではありません
が、多くの薬を服用することで、薬の服用が有害となる場
合があります。
　特に高齢者は、複数の持病を持つ方が増え、処方される薬
も多くなるため、多剤服用になりがちだといわれています。
　かかりつけ薬局の利用や、お薬手帳を活用し、服用して
いる薬について、医師や薬剤師をはじめとした医療にかか
わるそれぞれの専門家と、積極的に情報を共有しましょう。
役場町民課　保険係（内線115）

　「自分に合う仕事ってなんだろう？」「自分の得意、不得意っ
てなんだろう？」職種選択にお悩みの方を対象に、職業適性
の検査を行います。筆記検査により７種の能力の測定を行い
ます。後日、個別に結果のフィードバックも行っています。
15～49歳で就業していない方（要申込） 定員８名
２月16日（木）午後２時～４時
聖籠町立図書館　会議室

　適性検査以外にも15～49歳で就業していない方を対象
に、就職についての個別相談を行っています。詳しくはお
問い合わせください。
・ 下越地域若者サポートステーション　☎0254-28-8735
　電話受付時間：平日午前10時～午後５時まで（第２金曜日は休館日）

お薬手帳を活用しましょう

適職を探そう！
一般職業適性検査を実施します

　「英検*」検定料（５級～１級）補助の
申請期限にご留意ください。
＊（公財）日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定

【申請期限】令和５年２月末
【対象者】
　他の補助金の交付を受けておらず、
次のいずれかに該当する方
　① 英検受験日において町内の小中学校

に在籍している児童生徒の保護者
　② 町外の小中学校（特別支援学校を
含む。）に在籍している児童生徒
の保護者で、当該児童生徒の英
検受験日において聖籠町内に住
所を有している方

【補助金額など】
　① 検定料に２分の１を乗じた額
（100円未満の端数があるとき
は、これを切り捨てた額）

　② 児童生徒１人につき同一年度内
において１回を限度

【申請方法】
　次の書類を教育未来課へご持参く
ださい。
　① 聖籠町英語検定料補助金交付申
請書兼実績報告書

　　※ 町ホームページ→申請書等ダウ
ンロード→教育未来課より

　② 英検の受験票の写しなど受験を
確認できるもの

　③ 領収書など検定料の支払いを確
認できるもの
教育未来課（内線310）

　児童手当の２月支払い分（令和４年
10月～令和５年１月分）は、２月10
日（金）に受給者指定の金融機関口座
に振り込みます。個人への支払通知
は、この紙面をもって代えさせてい
ただきます。
子ども教育課　子ども・子育て支援係

　（内線312）

「英検」検定料補助の
申請期限

２月10日（金）に
児童手当を振り込みます
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【公表予定日】１月27日（金）
【閲覧場所】
　町ホームページで公開するほか、紙で印刷したも
のは、次の４か所で閲覧できます。
　①役場１階供覧場所　②町保健福祉センター
　③町民会館　④町立図書館
　※ 貸出を希望される方は、（１）は役場総合政策課、
（２）は役場生活環境課に用意していますので、
お越しください。閲覧場所の印刷物は持出でき
ません。

　　 また、コピーはいたしかねますので、あらかじ
めご了承ください。

【意見提出用紙】
　閲覧場所に備え付けてあるほか、町ホームページ
からダウンロードできます。
　また、広報せいろうにはさみこんである「町政ポ
ストはがき（切手不要）」もご利用ください。その際
は、次の事項を記載してください。
〈記載事項〉①タイトルを「聖籠町○○計画（プラン）
への意見」としてください。②氏名、住所、電話番
号③ご意見（何ページのどの部分かわかるよう記載
をお願いします。）
【提出方法】
　郵送・FAX・メール・閲覧場所の回収箱・（１）
は役場総合政策課、（２）は役場生活環境課への持参
のいずれかの方法で提出してください。
※電話による受付は行いませんのでご了承ください。

【提出先】
住所：〒957-0192　聖籠町大字諏訪山1635番地４
FAX：0254-27-2119
（１）について　聖籠町総合政策課政策係
　　Eメール：sousei@town.seiro.niigata.jp
（２）について　聖籠町生活環境課地域安全係
　　Eメール：seikan@town.seiro.niigata.jp
【提出資格】
　町内に居住している方、もしくは町内に通勤・通
学している方
【提出期限】２月27日（月）必着
【ご意見の活用方法】
　ご提出いただいたご意見の内容を検討し、プラ
ン策定や計画修正に活かしていきます。結果の公
表は、町ホームページのほか、（１）は役場総合政
策課、（２）は役場生活環境課で行います。
　ご意見については、お名前・ご住所・お電話番号
を除き、全て公開される可能性があることを、あら
かじめご承知おきください。ただし、ご意見の中に、
特定個人を識別し得る記述がある場合や個人の財産
権などを害するおそれがあると判断される場合に
は、当該箇所を伏せた形で公表させていだだきます。
【個人情報の利用目的・範囲】
　意見提出用紙に記載された個人情報については、
今回の意見提出手続の目的にのみ利用し、他の目的
には使用しません。
　また、その取扱いには十分留意します。

　町では、現在、（１）聖籠町経営戦略推進プランの策定、（２）聖籠町地域防災計画の修正に向けて検討し
ています。町民の皆さんとの協働で進めるため、次のとおり公表します。積極的なご意見をお待ちしてい
ます。

皆さんからのご意見を募集します

（１）聖籠町経営戦略推進プラン（案）
　このプランは、広範囲にわたって行政経営に
戦略的に取り組むための指針として策定するも
のです。
　限りある経営資源（ヒト・モノ・カネ）を効率
的・効果的に活用し、総合計画に定めるまちづ
くりの基本理念である「生まれて良かった 住ん
で良かった 聖籠町」を実現するため、健康づく
り支援戦略・未来投資戦略・子育て環境充実戦略・
財源確保戦略・組織力向上戦略の５つの戦略を
設定しています。（取組期間：令和５～９年度）

（２）聖籠町地域防災計画（修正案）
　この計画は、町民生活の各分野にわたり重大な
影響を及ぼすおそれのある災害に対処するため、
各機関が有する機能を有機的に発揮して、災害の
予防、応急対策および災害復旧・復興を実施する
ことにより、町民の生命、身体および財産を災害
から保護することを目的に策定しています。
　計画（修正案）では、頻発・激甚化する災害に
対処すべく、被害を最小化するための町の防災
に関する新たな基本方針や対処方針などを反映
しています。

お問い合わせ　（１）について　役場総合政策課　政策係（内線263）
　　　　　　　（２）について　役場生活環境課　地域安全係（内線282）
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アルビレックス
新潟情報 !!

ト
ッ
プ
チ
ー
ム

中
野
幸
夫 

代
表
取
締
役
社
長

 

よ
り
新
年
の
ご
挨
拶

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ま
、
後
援
会

の
皆
さ
ま
、
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
の
皆

さ
ま
、
そ
し
て
、
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
の

皆
さ
ま
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日

頃
よ
り
多
大
な
る
ご
支
援
や
ご
声
援

を
賜
り
、深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

を
支
え
て
く
だ
さ
る
皆
さ
ま
の
多
大

な
る
ご
支
援
と
、
温
か
い
ご
声
援
の

お
か
げ
に
よ
り
、
Ｊ
２
リ
ー
グ
の
優

勝
を
果
た
し
、
Ｊ
１
リ
ー
グ
へ
の
昇

格
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
２
０
１
８
年
か
ら
毎
年
の
目
標

と
し
て
掲
げ
て
い
た
中
で
、
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
続
き
ま

し
た
が
、
地
域
の
方
々
が
私
共
を
後

押
し
し
続
け
て
い
た
だ
い
た
か
ら
こ

そ
成
就
し
た
も
の
と
、
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　

２
０
２
３
シ
ー
ズ
ン
も
昨
シ
ー
ズ

ン
に
引
き
続
き
、
松
橋
力
蔵
監
督
が

ト
ッ
プ
チ
ー
ム
の
指
揮
を
執
り
ま
す

が
、松
橋
監
督
は
、こ
れ
ま
で
に
培
っ

て
き
た
ボ
ー
ル
を
保
持
し
て
ゲ
ー
ム

を
支
配
す
る
ス
タ
イ
ル
に
、
よ
り
攻

撃
的
な
姿
勢
を
植
え
付
け
、
選
手
た

ち
は
互
い
を
高
め
合
い
、
戦
う
集
団

と
し
て
の
強
固
さ
が
育
ま
れ
て
い
ま

す
。
今
シ
ー
ズ
ン
は
、
国
内
最
高
峰

の
Ｊ
１
リ
ー
グ
に
舞
台
を
移
し
て
新

た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
始
ま
り
ま
す
。

昨
年
の
チ
ー
ム
で
戦
術
面
や
技
術
面

を
磨
き
上
げ
て
き
た
選
手
た
ち
が
、

さ
ら
な
る
向
上
心
を
持
っ
て
今
年
も

新
潟
で
戦
う
決
意
を
表
わ
し
て
く
れ

て
い
ま
す
し
、
そ
こ
に
新
し
い
戦
力

も
加
わ
っ
て
、
飛
躍
の
シ
ー
ズ
ン
と

な
る
べ
く
、
チ
ー
ム
が
一
丸
と
な
り

戦
い
抜
い
て
く
れ
る
と
確
信
し
て
お

り
ま
す
。

　

プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
と
し
て
、

当
然
な
が
ら
勝
利
を
目
指
し
、
ま

た
、
サ
ッ
カ
ー
の
素
晴
ら
し
さ
や
新

潟
の
魅
力
を
広
く
伝
え
る
こ
と
も
私

た
ち
の
使
命
で
あ
り
ま
す
。
一
人
で

も
多
く
の
方
に
サ
ッ
カ
ー
を
通
じ

て
新
潟
と
い
う
地
域
の
素
晴
ら
し

さ
を
伝
え
、
一
つ
で
も
多
く
の
勝

利
を
皆
さ
ま
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
、

２
０
１
７
年
以
来
６
年
ぶ
り
の
挑

戦
と
な
る
Ｊ
１
リ
ー
グ
で
、
ク
ラ

ブ
と
し
て
も
さ
ら
に
上
を
目
指
し

て
い
く
覚
悟
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご

期
待
や
ご
声
援
に
お
応
え
で
き
る

よ
う
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
持
っ

て
、
地
域
と
と
も
に
成
長
し
続
け

て
ま
い
り
ま
す
。
本
年
も
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

　

代
表
取
締
役
社
長　

中
野
幸
夫

レ
デ
ィ
ー
ス

皇
后
杯
ベ
ス
ト
４
進
出

　
１
月
８
日
（
日
）
の
Ｙ
ｏ
ｇ
ｉ
ｂ
ｏ　

Ｗ
Ｅ
リ
ー
グ
第
８
節
三
菱
重
工
浦
和

レ
ッ
ズ
レ
デ
ィ
ー
ス
戦
を
も
っ
て
前

半
戦
が
終
了
し
ま
し
た
が
、
チ
ー
ム

は
休
む
こ
と
な
く
第
44
回
Ｊ
Ｆ
Ａ
皇

后
杯
に
挑
ん
で
い
ま
す
。
初
戦
と
な

る
４
回
戦
は
ジ
ェ
フ
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド

市
原
・
千
葉
レ
デ
ィ
ー
ス
と
対
戦
し
、

２
‐
０
の
快
勝
で
準
々
決
勝
進
出
を

決
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
１
月
15
日

（
日
）
に
準
々
決
勝
が
行
わ
れ
、
大
宮

ア
ル
デ
ィ
ー
ジ
ャ
Ｖ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｕ
Ｓ（
大

宮
Ｖ
）
と
対
戦
し
ま
し
た
。

　
試
合
は
、
前
半
か
ら
新
潟
が
主
導
権

を
握
り
、
積
極
的
に
相
手
陣
地
へ
侵
入

し
て
ゴ
ー
ル
を
狙
い
続
け
ま
す
が
、
点

数
を
奪
え
ず
０
‐
０
で
前
半
を
折
り
返

し
ま
す
。
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
時
に
村
松
大

介
監
督
か
ら
「
こ
う
い
う
試
合
を
も
の

に
す
る
チ
ー
ム
が
良
い
チ
ー
ム
だ
。
み

ん
な
な
ら
で
き
る
は
ず
だ
」
と
力
強
い

呼
び
か
け
が
あ
り
、
選
手
た
ち
は
よ
り

一
層
の
強
い
気
持
ち
を
も
っ
て
後
半
を

迎
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
後
半
も
プ
レ
ー
ス
ピ
ー

ド
を
落
と
す
こ
と
な
く
、
果
敢
に

ゴ
ー
ル
へ
攻
め
込
み
ま
す
が
、
な
か

な
か
ゴ
ー
ル
を
奪
え
ま
せ
ん
。
延
長

戦
も
覚
悟
し
た
ア
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
タ

イ
ム
２
分
。
つ
い
に
歓
喜
の
瞬
間
が

訪
れ
ま
す
。
上
尾
野
辺
め
ぐ
み
選

手
が
ド
リ
ブ
ル
で
相
手
陣
地
へ
侵

入
、
左
サ
イ
ド
に
い
た
北
川
ひ
か
る

選
手
へ
展
開
。
そ
の
ま
ま
北
川
選
手

が
ペ
ナ
ル
テ
ィ
エ
リ
ア
付
近
ま
で
持

ち
込
み
、
得
意
の
ア
ー
リ
ー
ク
ロ
ス

で
ゴ
ー
ル
前
へ
供
給
。
ゴ
ー
ル
前
に

い
た
上
尾
野
辺
選
手
が
ダ
イ
レ
ク
ト

で
受
け
て
折
り
返
す
と
、
道
上
彩
花

選
手
が
ダ
イ
レ
ク
ト
で
合
わ
せ
ゴ
ー

ル
。そ
れ
が
ラ
ス
ト
プ
レ
ー
と
な
り
、

試
合
終
了
と
な
り
ま
し
た
。

　

リ
ー
グ
戦
で
は
な
か
な
か
勝
利
を

お
届
け
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
選
手

た
ち
も
歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
て
い
ま

し
た
が
、
ベ
ス
ト
４
進
出
で
よ
う
や

く
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん
と
喜
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

３
月
か
ら
再
開
さ
れ
る
リ
ー
グ
戦

も
、
１
試
合
で
も
多
く
サ
ポ
ー
タ
ー

の
皆
さ
ん
と
喜
び
合
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
引
き
続
き
チ
ー
ム
一
丸
と

な
っ
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
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Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

【
卒
業
生
を
送
る
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
】

　

こ
ん
に
ち
は
！
私
た
ち
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ

Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
は
12
月
４
日

（
日
）
に
卒
業
生
を
送
る
会
を
行
い

ま
し
た
。
卒
業
の
シ
ー
ズ
ン
と
い
う

と
皆
さ
ま
、
桜
の
蕾
が
芽
吹
く
３
月

を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
サ
ッ
カ
ー
業
界
の
活
動
に
伴

い
私
た
ち
の
学
校
は
12
月
に
卒
業
生

と
お
別
れ
を
し
ま
す
。

　

式
典
で
は
在
校
生
か
ら
の
ス
ピ
ー

チ
や
、
卒
業
を
祝
う
ビ
デ
オ
メ
ッ

セ
ー
ジ
な
ど
が
流
さ
れ
感
動
的
な
会

に
な
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
私
が
一

番
感
動
し
た
の
は
卒
業
生
か
ら
の
ス

ピ
ー
チ
で
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が

こ
の
学
校
で
最
後
に
な
ろ
う
と
い
う

舞
台
で
思
い
出
、
後
悔
そ
し
て
感
謝

を
述
べ
た
そ
の
内
容
は
一
言
一
言

に
感
情
が
こ

も
っ
て
い
て

筆
舌
に
尽
く

し
が
た
い
も

の
で
し
た
。

　

来
年
度
か

ら
は
、
卒
業

生
が
い
な
い

日
々
が
始
ま

り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
も
、
自
ら
の

道
を
明
確
に
定
め
邁
進
し
、
聖
籠
町

の
皆
さ
ま
に
も
っ
と
貢
献
し
後
悔
の

無
い
よ
う
な
日
々
を
送
り
た
い
で

す
。
卒
業
生
を
送
る
会
は
そ
う
思
わ

せ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

【
来
シ
ー
ズ
ン
へ
向
け
て
】

　
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ

が
所
属
す
る
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル

リ
ー
グ
が
、
今
年
４
月
に
開
幕
し
ま

す
。
今
シ
ー
ズ
ン
の
チ
ー
ム
ス
ロ
ー

ガ
ン
は
、
昨
シ
ー
ズ
ン
に
引
き
続
き

「
Ｌ
ｉ
Ｎ
Ｋ
（
リ
ン
ク
）」
に
決
定
し

ま
し
た
。
こ
の
チ
ー
ム
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
は
、
選
手
・
運
営
・
観
客
・
地
域

の
方
々
が
つ
な
が
り
一
つ
の
輪
の
よ

う
に
な
り
た
い
と
い
う
想
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
Ｌ
ｉ
Ｎ
Ｋ

と
い
う
言
葉
に
は
「
た
い
ま
つ
」
と

い
う
意
味
も
あ
り
、
地
域
を
明
る
く

照
ら
す
た
い
ま
つ
の
よ
う
な
ク
ラ
ブ

を
目
指
す
べ
く
、
地
域
に
根
ざ
し
た

イ
ベ
ン
ト
や
活
動
を
し
て
参
り
ま

す
。

　

昨
シ
ー
ズ
ン
、
Ｔ
Ｏ
Ｐ
チ
ー
ム
は

リ
ー
グ
２
位
と
、
優
勝
を
逃
し
、
悔

し
い
結
果
に
終
わ
り
ま
し
た
。
今

シ
ー
ズ
ン
こ
そ
は
目
標
で
あ
る
Ｊ
Ｆ

Ｌ
昇
格
を
果
た
す
べ
く
、
ク
ラ
ブ
一

丸
と
な
っ
て
戦
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の

熱
い
応
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
試
合
や
イ
ベ
ン
ト
に
関
す

る
情
報
は
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
や
学
生
運

用
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
て
随
時
発

信
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
各
二

次
元
コ
ー
ド
か

ら
チ
ェ
ッ
ク
し

て
み
て
く
だ
さ

い
！

HP

新
潟
県
の
最
低
賃
金
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

パ
ー
ト
も
！

学
生
ア
ル
バ
イ
ト
も
！

最
低
賃
金
／
時
間
額
／
効
力
発
生
日

① 

新
潟
県
最
低
賃
金
（
新
潟
県
で
働

く
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

ま
す
）
／
８
９
０
円
／
令
和
４
年

10
月
１
日

② 

新
潟
県
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・

電
子
回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情

報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
最
低
賃

金
／
９
６
５
円
／
令
和
４
年
12
月

28
日

③ 

新
潟
県
自
動
車
（
新
車
）、
自
動

車
部
分
品
・
附
属
品
小
売
業
最
低

賃
金
／
９
６
１
円
／
令
和
４
年
12

月
29
日

④ 

新
潟
県
各
種
商
品
小
売
業
最
低
賃

金
／
新
潟
県
最
低
賃
金
額
が
各
種

商
品
小
売
業
特
定
最
低
賃
金
額
を

上
回
っ
た
た
め
、
新
潟
県
最
低
賃

金
額
の
８
９
０
円
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
／
令
和
４
年
10
月
１
日

新
潟
労
働
局
賃
金
室　

　

☎
０
２
５
‐
２
８
８
‐
３
５
０
４

　

 

ま
た
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監

督
署
ま
で

計
画
段
階
環
境
配
慮
書
を

縦
覧
し
ま
す

　

環
境
影
響
評
価
法
に
基
づ
き
、
計

画
段
階
環
境
配
慮
書
の
縦
覧
を
行
い

ま
す
。
縦
覧
で
は
、
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
対
象
事
業
】（
仮
称
）
新
潟
県
村
上

市
お
よ
び
胎
内
市
沖
洋
上
風
力
発
電

事
業

【
事
業
者
】
東
北
電
力
株
式
会
社

【
事
業
実
施
想
定
区
域
】
新
潟
県
村

上
市
お
よ
び
胎
内
市
の
沖
合

【
縦
覧
期
間
】
２
月
22
日
（
水
）
〜

３
月
23
日
（
木
）
の
開
庁
時
間

【
縦
覧
場
所
】
役
場
１
階
縦
覧
場
所

【
意
見
書
の
提
出
】
配
慮
書
に
つ
い

て
ご
意
見
や
ご
質
問
が
あ
る
場
合

は
、３
月
23
日
（
木
）
ま
で
に
住
所
、

氏
名
、
内
容
を
記
載
の
う
え
、
縦
覧

場
所
に
あ
る
意
見
書
箱
へ
投
函
す
る

か
左
記
に
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
（
当
日
消
印
有
効
）。
意
見
書
は

縦
覧
場
所
に
あ
り
ま
す
。

※ 

電
話
で
の
ご
意
見
は
受
け
付
け
て

い
ま
せ
ん
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 

東
北
電
力
株
式
会
社 

再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー 

企
画
・

開
発
部
（
〒
９
８
０
‐
８
５
５
０　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目
７
番

１
号
）

　
☎
０
７
０
‐
８
７
９
６
‐
６
３
８
９
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食は味楽来食は味楽来
ミ　　ラ　  クル

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）
　　　　　　　管理栄養士　☎ 27-6511

町の宝で～す
12月の乳児健診から

高口 茉
ま

優
ゆう

ちゃん

斉藤 七
なな

海
み

ちゃん

斉藤 多
たい

良
ら

ちゃん

近 旺
おう

志
し

郎
ろう

ちゃん

西脇 蒼
あお

晴
ば

ちゃん

八幡 來
らい

心
しん

ちゃん

伊藤 華
か

乃
の

ちゃん

鈴木 一
いっ

晴
せい

ちゃん

新井 柚
ゆず

稀
き

ちゃん 萩原 一
いっ

心
しん

ちゃん

アイマン ウッメちゃん山﨑 結
ゆ

奈
な

ちゃん

　この写真は保健福祉センターで行われて
いる乳児健診会場で主に４か月健診対象乳
児を撮影しています。

元気に育ってね！

　健康づくり支援店とは健康に配慮した「情報」・「メ
ニュー」・「サービス」などの提供ができるお店としてこれま
で県の認定で登録されていました。
　県の事業終了を受け、今年度町の健康づくりを応援する
企業・店舗・事業所を新たに町で登録をしています。聖籠
町で、健康づくりを食環境から応援していきたいと減塩月
間事業やポイ活事業（健康づくりポイント）などで連動する
企業や店舗の登録から少しずつですが拡がりをみせていま
す。皆さんも、ぜひ、足を運んでみてください。
　このステッカーが認定マークです！

<現在登録店舗>
地場物産館　とれたて市場・飲食コーナー（食堂）
さぶーん館　レストラン　やすらぎ（ホテル）
味わい処　湯楽、ぽかぽカフェ（諏訪山）
居食亭　ほうせい丸（藤寄）

　町では美味しく、続けられる健康に配慮した（減塩、
地元野菜たっぷりなど）献立の提供や栄養情報サービス
など、町事業と連携してくださる店舗を募集しています。

町 は美味しく 続けられる健康に配
協働企業・店舗など募集中！協働企業・店舗など募集中！

現在７か所
登録済み!!
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　投稿するときはペンで書いてください。（薄いものは掲載できません。）
　住所と名前は必ず書いてください。（ペンネーム希望の場合は名前の横にペンネーム『○○○』と書いてください。）１か月に一人１枚だけ受け付けます。

坊主さん ８歳加藤千夏さん ９歳

飯田彩乃さん ９歳 佐藤楓さん 11歳

みんなのひろば

　１月８日（日）、役場を会場に聖籠町消防出初式が
行われました。
　各地域の消防団が火災予防を呼びかけながら町内
を巡回し、その後、車両パレード、そして安全祈願
などを行いました。
　地域、家庭、そして一人ひとりが火事を出さない
ようにして、無火災の年となるよう火の用心願いま
す。

　「はたち」の若者を中心として、広く各層への献血思想の普及と献血者が減少しがちな冬季における献血者の確
保を図ることを目的に、１月１日から２月28日まで全国一斉に「はたちの献血」キャンペーンが実施されています。
　輸血を必要としている方の約85％が50歳以上である一方、献血をしている方の約70％が50歳未満です。つまり、
献血は世代を越えた助け合いで成り立っています。
　今後、少子高齢化により血液の需要が増加する一方で、献血可能人口が減少し、必要とされる血液が不足する
ことが予想されています。
　県内では、献血バスが各市町村を巡回しているほか、２か所の献血ルームで12月31日、１月１日を除き毎日受
け付けを行っていますので、ぜひお立ち寄りください。
　皆さんの若さと善意で、献血にご協力をお願いします。
【期　　間】１月１日～２月28日
【実施機関】新潟県、市町村、日本赤十字社新潟県支部および新潟県赤十字血液センター
新潟県福祉保健部医務薬事課　薬務係　☎025-280-5187

　前次第浜区長の平野政要さんが令和４年度自治会
等地縁による団体功労者総務大臣表彰を受賞され、
12月16日（金）に町長から表彰状が伝達されました。
　平野さんは、次第浜区長として通算18年の長きに
わたり在職し、地域的な共同活動を通じて良好な地
域社会の維持および形成に顕著な功績があったとし
て、総務大臣から表彰されたものです。受賞おめで
とうございます。今後のさらなるご活躍をお祈り申
し上げます。

町消防出初式を実施 自治会等地縁による団体功労者表彰

「はたちの献血」キャンペーン実施中

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ25　R5.2 広報聖籠



　
子
ど
も
た
ち
の
絵
の
祭
典

「
第
53
回
新
潟
県
ジ
ュ
ニ
ア

美
術
展
覧
会
」（
主
催
：
新
潟

日
報
社
、
県
教
育
委
員
会
な

ど
）に
入
賞
し
た
町
の
園
児
・

児
童
14
名
の
作
品
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

　
楽
し
い
思
い
出
、
大
胆
な

色
使
い
、
の
び
や
か
に
描
か

れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
空
想
の
世

界
な
ど
、
豊
か
な
感
性
で
描

か
れ
た
作
品
は
見
る
者
を
惹

き
つ
け
ま
す
。
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○新潟県ホームページ「陽性者登録・フォローアップセンターについて」
　https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/follow-up.html
○判断に迷う場合や受診先に迷う場合　新潟県新型コロナ受診・相談センター
　☎025-385-7634 ・ ☎025-385-7541 ・ ☎025-256-8275

　新潟県は、症状の状況に応じて、受療行動の判断を行うよう求めています。
　以下の図（新潟県ホームページより）を参考に受療行動の判断をお願いします。

新型コロナウイルス
感染症　関連情報 発熱などの症状が出たら……

限りある医療資源を有効に活用するために
新潟県版・新型コロナウイルスに感染したかも？と思ったら

「限りある医療資源を有効活用するための医療機関受診及び救急車利用に関する４学会声明」を参考に当県にて作成
※声明では喫煙（ヘビースモーカーの場合）との記載であったが、わかりやすく「喫煙習慣」に変更した

症状が軽い ❶
　　 飲んだり食べたりできる
　　 呼吸が苦しくない
　　 乳幼児で顔色が良い
65歳未満
基礎疾患なし
妊娠なし
喫煙習慣なし　※
高度肥満（BMI30以上）なし

（上記すべてに該当）

救急車を呼ぶ必要有 ❸
顔色が明らかに悪い
唇が紫色になっている
（表情や外見などが）いつもと違う
様子がおかしい
息が荒くなった
急に息苦しくなった
日常生活で少し動いただけで
　息苦しい
胸の痛みがある
横になれない
座らないと息ができない
肩で息をしている
意識がおかしい（意識がない）　など

（上記いずれかに該当）

症状が重い ❷
　　 水分が飲めない
　　 ぐったりして動けない
　　 呼吸が苦しい
　　 呼吸が速い
　　 乳幼児で顔色が悪い
　　  乳幼児で機嫌が悪くあやしても

おさまらない
37.5℃の発熱が４日以上続く
65歳以上
65歳未満だが基礎疾患あり
妊娠中
ワクチン未接種
喫煙習慣あり　※
高度肥満（BMI30以上）

(上記いずれかに該当)

抗原定性検査キットや
陽性者登録・フォローアップセンター
（旧・陽性者登録センター）の

活用も検討

かかりつけ医や
受診・相談センターに連絡
（オンライン診療も含む）

救急車をためらわない
判断に迷う場合は
受診・相談センターや

AI救急相談アプリなどを活用

■発行 聖籠町役場　■編集 総務課　〒957ー0192  新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4　☎（0254）27ー2111  FAX（0254）27ー2119
　　　　　　　　　 ■ホームページアドレス https://www.town.seiro.niigata.jp  E-mail：soumu@town.seiro.niigata.jp　■印刷  島津印刷㈱

メリークリスマス♪
サンタさん、ありがとう

審査員特別賞受賞！
「第３回新潟ふるさとCM大賞」

　12月21日（水）、せいろう幼稚園でクリスマス会が
開かれました。この日をとても楽しみにしていた子
どもたち。サンタ
さんは、プレゼン
トをもらって喜ぶ
みんなの顔を見て
うれしそうに帰っ
ていきました。

　県内の各市町村が、わが町をPRするCMを制作す
る、「新潟ふるさとCM大賞」。第３回となる今回、聖
籠町の作品が見事、審
査員特別賞を受賞しま
した。受賞作品は、町
ホームページからご覧
いただけるほか、副賞
として実際にテレビで
20本放送されます。


